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このガイドラインは江東区が発注する建設工事において、品質を確保すると共により良い事

業者への受注機会の拡大を図るために、価格だけでなく施工能力等を総合的に評価して落札者

を決定する方式（総合評価方式入札）を実施するにあたっての、基本事項を記載しています。 

 

総合評価方式入札とは 

地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 に規定された「予定価格の制限の範囲内の価格をも

って申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なも

のをもって申込みをしたものを落札者とする」入札方式です。 

 

実施する総合評価のタイプ 

江東区では『特別簡易型』（市区町村向け簡易型）を採用しています。特別簡易型では技術的

な工夫の余地が小さい一般的な工事を対象とし、施工の確実性を確保するために、同種・類似

工事の経験、工事成績に基づく技術力等と価格による総合的な評価を行っており、施工計画等

の評価は行っておりません。 

 

対象案件について 

原則、予定価格 3,000 万円以上の工事で区が指定する工事を対象としています。 

 

学識経験者の意見について 

総合評価方式の実施にあたっては、予め 2 人以上の学識経験者の意見を聴取して行っていま

す。 

 

落札者の決定方法について 

決定については「価格点+施工能力評価点+地域貢献点」を合計した評価値により落札者

を決定します。 

※総合評価値が最も高いものが 2 者以上あるときはくじにより決定。 
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総合評価値について 

総合評価方式の実施における、総合評価値の決定方法は次のとおりです。 

（１）価格点について 

価格点の算出方法は次のとおりとする。 

価格点＝90×（1－入札価格÷予定価格） 

  ※価格点算定式の入札価格、予定価格は税抜金額です。 

 

（２）施工能力評価点について 

施工能力評価点の算出方法は次のとおりです。 

施工能力評価点＝①工事成績評価点+②技術者の資格点+③技術者の工事実績点 

①工事成績評価点 

 工事成績評価点は、工事成績点ごとに決定します。 

 工事成績点については、公表を行う年度とその前３年度以内に完了した工事から、同工

種の直近３件の工事成績点の平均点（小数点第二位切り捨て）から算出します。 

※₁工事実績が３件に満たない場合は１件または２件の平均点で算出します。 

※₂工事実績がない場合は工事成績点を６０点とし、工事成績評価点を６点とします。 

 

②配置予定技術者の資格点 

 配置予定技術者の資格点については、発注工事の業種における１級技術者の場合は３点、 

２級技術者の場合は２点、その他の技術者の場合には１点となります。 

 

③配置予定技術者の実績点 

 配置予定技術者の実績点は、配置予定技術者が同種工事に監理技術者として係わった場

合に 2 点、主任技術者として係わった場合に 1.5 点、その他技術者として係わった場合に

1 点、配置予定技術者が類似工事に監理技術者として係わった場合に 1.5 点、主任技術者

として係わった場合に 1 点、その他技術者として係わった場合に 0.5 点とします。 

 

（３）地域貢献点について 

地域貢献点の算出方法は次のとおりです。 

地域貢献点＝①地域精通度＋地域貢献点 

①地域精通度 

 地域精通度については、下表のとおりとします。 

区内本店（設置３年以上） 3 点 

区内支店等設置後 20 年以上 2 点 

区内支店等設置後 20 年未満 1 点 

区内本店（設置３年未満） ０点 

②地域貢献点 

 地域貢献点については下表のとおりとします。 

区との災害協定の締結 1 点 

直近５年以内の区の要請に基づく、水防・雪害対策等

の災害対応実績がある 
1 点 

応募事業所が ISO14001 等の認証を得ている。 0.5 点 
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評価項目の詳細について 

❏施工能力評価点の評価について 

【工事成績評価点について】･･･最大２２点 

工事成績評定通知書通知日が入札参加申請日以前であり、公表日の属する年度及びその前 3

年度内に完了した同工種工事で直近３件の平均点を下表のとおり算出する。 

 
 

工事成績点の平均点 工事成績評価点 

３５点未満 ０点 

３５点以上４０点未満 １点 

４０点以上４５点未満 ２点 

４５点以上５０点未満 ３点 

５０点以上５５点未満 ４点 

５５点以上６０点未満 ５点 

６０点以上６５点未満 ６点 

６５点以上６６点未満 ７点 

６６点以上６７点未満 ８点 

６７点以上６７．５点未満 ９点 

６７．５点以上６８点未満 ９．５点 

６８点以上６８．５点未満 １０点 

６８．５点以上６９点未満 １０．５点 

６９点以上６９．５点未満 １１点 

６９．５点以上７０点未満 １１．５点 

７０点以上７０．５点未満 １２点 

７０．５点以上７１点未満 １２．５点 

７１点以上７１．５点未満 １３点 

７１．５点以上７２点未満 １３．５点 

７２点以上７２．５点未満 １４点 

７２．５点以上７３点未満 １４．５点 

７３点以上７３．５点未満 １５点 

７３．５点以上７４点未満 １５．５点 

７４点以上７４．５点未満 １６点 

７４．５点以上７５点未満 １６．５点 

７５点以上７５．５点未満 １７点 

７５．５点以上７６点未満 １７．５点 

７６点以上７６．５点未満 １８点 

７６．５点以上７７点未満 １８．５点 
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７７点以上７７．５点未満 １９点 

７７．５点以上７８点未満 １９．５点 

７８点以上７８．５点未満 ２０点 

７８．５点以上７９点未満 ２０．５点 

７９点以上７９．５点未満 ２１点 

７９．５点以上８０点未満 ２１．５点 

８０点以上 ２２点 

 

 なお、直近の工事実績のうち、同日に工事完了となった案件が複数ある場合は応募事業者が

該当案件から選択する。 

 

【配置予定技術者の資格点について】･･･最大 3 点 

 発注案件の建設業法上の業種における技術者を配置した場合、下表に基づき算出する。 

1 級技術者（施工技士、施工管理技士、建築士、技術士） 3 点 

2 級技術者（施工技士、施工管理技士、建築士等） 2 点 

その他の技術者（電気主任技術者等） 1 点 

詳細な資格区分については別表のとおりとする。 

 

【配置予定技術者の実績点について】･･･最大 2 点 

 配置予定技術者の工事実績から下表のとおり算出する。算出にあたっては CORINS 登録内容

を参照し、実績工事の請負金額と発注案件の予定価格を比較し、請負金額が予定価格以上の場

合は同種工事、予定価格の２分の１以上の場合は類似工事として扱う。（詳細については各発注

案件ごとに定める落札者決定基準を参照）またどういった技術者として工事に携わったかでも

区分する。 

 

役割 

監理技術者 主任技術者 その他技術者 なし 
分類 

同種工事 ２点 １．５点 １点 
０点 

類似工事 １．５点 １点 ０．５点 

 ※算出にあたっては発注案件と同種の工事実績のみ対象とする。 

❏地域貢献点の評価について 

【地域精通度について】･･･最大３点 

共同運営登録の事業所情報から下表に基づき算出する。 

区内本店（設置３年以上） 3 点 

区内支店等設置後 20 年以上 2 点 

区内支店等設置後 20 年未満 1 点 

区内本店（設置３年未満） ０点 

 ※支店等から本店へ変更があった場合、登記簿等の記載の日付から３年経過までは従前の点 

数として取扱う。 

 例）支店として５年経過、６年目で本店に変更した場合→１点。ただし、９年目からは３点 

 例２）支店として、２年経過、３年目より本店に変更 →０点。ただし、６年目からは３点 

 

【災害協定の有無】…1 点 
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 江東区との協定のみを対象として、締結の有無で算出する。 

※₁ 協定内容によっては、対象とならない場合もあります。 

※₂「江東防災協力連合会」等の組合として締結している場合は、会員名簿等で判断する。 

 

【災害対応の出動の有無】･･･1 点 

発注年度及び、前５年度以内に水防・雪害対策等の出動実績の有無で算出。 

※出動実績のため、発注番号等の記載された書類（請求書等）で判断する。 

 

【環境配慮について】･･･０.５点 

下表に該当する認証を取得し、かつ発注案件の入札日が認証期間内であるかを判断する。 

ＩＳＯ１４００１ いずれかに該当する 

場合 

０.５点 

エコアクション２１ 

エコステージ（ステージ２以上の認証） 

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム 

・スタンダード（ステップ２以上の認証） 

 ※支店等が申込みをする場合、その事業所名で登録されている必要があります。 

 

 

資料の提出等 

各評価項目ごとに求める確認資料は別表２のとおり 

 

 

 

○注意 

・提出書類や申請内容に虚偽があった場合は、資格停止措置の要件に該当する場合があります。 

『江東区入札参加有資格者指名停止措置要綱』 

入札参加における虚偽記載等 1 か月以上 9 か月以内 


